
○ 人家、商店が多い

○ 道路線形が悪い

○ 歩行者・自転車が多い

○ 実勢速度が低い

速度を上げられると感じる場合 速度を下げる必要を感じる場合

○ 見通しの良い道路

○ 車線数が増加

○ 自動車交通量が少ない

○ 見通しの悪い道路

○ 歩行者・自転車が多い

○ 住宅地

･･･など理由は
様々

主に
視覚により判断

乖離

○ 住民の要望

○ 隣接区間との整合

○ 交通事故が多発

○ 大気汚染・騒音

規制速度を下方補正している理由

アンケート結果

視覚的に判断できない下方補正要因の周知

視覚的に判断できる 視覚的に判断できない
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路側帯拡幅・中央線抹消による速度低減①

路側帯を設置した上で中央線を抹消し、２車線道路を１車線化

実施前 実施後

資料31
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路線名
対策前

（中央線有り）
対策後

（中央線無し）
速度差

市道 折戸梨子ノ木線 47km/h 33km/h -14km/h

村道 古政新政線 45km/h 40km/h - 5km/h

市道 春日東郷線 46km/h 42km/h - 4km/h

市道 高横須賀駅北９号線 20km/h 15km/h - 5km/h

市道 2338号線 40km/h 34km/h - 6km/h

市道 2-100号線 41km/h 39km/h - 3km/h

市道 旧豊田一色線 42km/h 42km/h   0km/h

７路線の平均速度 40km/h 35km/h - 5km/h

路側帯の拡幅・設置及び中央線を抹消することで速度
の低減を図ったところ、最大でｰ14km/h、７路線の平均で
はｰ５km/hの速度低下が見られた。

愛知県警察が試験実施（平成12年）した結果

路側帯拡幅・中央線抹消による速度低減②
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関係４省庁（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省）で

構成するエコドライブ普及連絡会において「エコドライブ１０のす
すめ」を定め、エコドライブの普及を図っている。

貨物自動車運送事業者において、ゆっくりとした発進と停止

にポイントを置いたエコドライブ教育とその実践を行ったところ、
実施前後１年間の比較で、交通事故の減少が見られたとの調
査結果がある。

実施前
平均
12.１件

実施後
平均
５.９件

約49％に減少

エコドライブの実践による交通事故の低減
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○ 道路構造（渋滞対策のため、路肩を本線車道として利用）から、速度規制を決定

○ 騒音、振動等公害対策として、規制速度を決定

（例）東名高速道路（岡崎～豊田）

（例）京葉道路、阪神高速道路など

※ 道路構造令で必要とされている路
肩幅員を縮小して３車線に変更

路肩

車線

（約２１㎞）

（約１５㎞）

速度規制を低く設定している事例

資料35
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○ 車両通行帯の遵守のため設置している広報・啓発看板の設置事例

○ 騒音、振動など公害対策のため設置している広報・啓発看板の設置事例

走
行
車
線
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

病
院

静
か
に

注意・啓発看板の設置事例
資料36
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◆ 「規制速度決定の在り方に関する調査研究検討委員会」報告（Ｈ18～３箇年実施）

○ 規制速度が100km/hを上回ると事故率が増加
○ 事故発生時の危険認知速度が上昇するにつれて、事故の重大性が増加
○ 速度差※が40km/hを超えると事故発生確率が上昇（※車線間の速度差）
○ 利用者の意識調査の結果、約７割が最高速度100km/hのままでよいと回答

◆ 新東名高速道路の供用開始（平成24年４月14日供用）

新東名は、静岡県区間の御殿場JCT～三ヶ日JCT間が供用され、今後、愛知県区間
（Ｈ26年度予定）、神奈川県区間（Ｈ32年度予定）の供用が予定されている。

◆ 現在の検討状況
道路管理者と連携しつつ、新東名高速道路をはじめとする設計速度120km/h

の道路における交通事故実態、実勢速度等のデータを収集中

★ 「最高速度100km/hを引き上げるには、更なる検証が必要であり、直ちに
引き上げられる状況にはない」

死亡事故 4件
人身事故 181件
物損事故 1,146件

計 1,331件

新東名供用後の交通事故発生状況

平成25年６月末現在

100km/hを超える速度規制の在り方
資料37
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浜松いなさJCT 御殿場JCT 伊勢原北IC 厚木南IC 海老名南JCT 東京ＩＣ
～ ～ ～ ～ ～ ～

豊田東JCT 三ヶ日JCT 御殿場JCT 伊勢原北IC 厚木南IC 小牧ＩＣ

平成26年度 平成24年4月14日 平成32年度 平成30年度 平成28年度

55 162 45 6 2 254 85 7

設計速度 (km/h) 120 120 120 120 120 120 100 80

6車線 6車線 6車線 6車線 6車線
（暫定4車線） （暫定4車線） （暫定4車線） （暫定4車線） （暫定4車線）

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.60 3.5(+0.25)

3.25以上 3.25以上 3.25以上 3.25以上 3.25以上 3.0以上
2.5(+1.75)

以上

3,000 3,000 3,000 1,500 1,500 1,000 700 400 710(570)

400以上 400以上 400以上 400以上 400以上 160以上 210以上

2.00 2.00 3.00 2.10 1.40 2.00 3.00 4.00 2.00（5.00）

土工 約49％ 約42％ 約24％ 約9％ 0% 約82% -

橋梁 約22％ 約32％ 約32％ 約91％ 100% 約15% -

トンネル 約29％ 約26％ 約44％ 0% 0% 約3% -

※1　暫定整備時 ※2　全線開通時

延長（km）

道路名 新東名高速道路 東名高速道路

区　　間

開通予定年度 昭和44年5月26日
※2

道路規格

車線数

最小曲線半径(m)

最急縦断勾配(%)

構造物比率

第1種第1級

（第1種第2級）
※1 第１種第１級

車線幅員(m)

路肩幅員【左側】(m)

視距(m)

構造令
(1種1級)

第１種第２級 第１種第３級第1種第1級
第1種第1級

（第1種第2級）
※1

第1種第1級

（第1種第2級）
※1

第1種第1級

（第1種第2級）
※1

4・6車線 4車線

平成２６年度
開通予定

平成３２年度
開通予定

平成３０年度
開通予定

平成２８年度
開通予定

新東名高速道路・東名高速道路

平成２４年４月１４日開通

（国土交通省提供資料より）
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10

焼津～静岡（上り線）

注）グラフの値は85パーセンタイル速度（平成25年7月データ）

浜松スマート～浜松浜北（上り線） 森掛川～島田金谷（上り線）

99
118

50

100

150

走行 追越

km/h

藤枝岡部～静岡スマート （上り線）

新清水ＪＣＴ～新清水 （上り線）

103
121

50

100

150

走行 追越

km/h
新富士～長泉沼津 （上り線）

95
113

50

100

150

走行 追越

km/h

浜松～遠州豊田PA （上り線）

86
108

50

100

150

走行 追越

km/h

掛川～菊川（上り線）

90
109

50

100

150

走行 追越

km/h

88
110

50

100

150

走行 追越

km/h

清水～富士川SA （上り線）

91
106

50

100

150

走行 追越

km/h

富士～沼津（上り線）

90
109

50

100

150

走行 追越

km/h

第一走行 第二走行 追越

【上り】

83
100

120

50

100

150

第一

走行

第二

走行

追越

km/h

97
113

138

50

100

150

第一

走行

第二

走行

追越

km/h

-
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（国土交通省提供資料より）
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御殿場ＪＣＴ～裾野 （下り線）

100
113

50

100

150

走行 追越

km/h

清水～静岡（下り線）

88
108

50

100

150

走行 追越

km/h

静岡～焼津（下り線）

89
106

50

100

150

走行 追越

km/h

菊川～掛川（下り線）

91
111

50

100

150

走行 追越

km/h

遠州豊田PA～浜松（下り線）

89
110

50

100

150

走行 追越

km/h

御殿場ＪＣＴ～長泉沼津 （下り線）

110
134

50

100

150

走行 追越

km/h

新清水ＪＣＴ～新静岡（下り線）

静岡スマート～藤枝岡部 （下り線）
島田金谷～森掛川 （下り線）

99
122

50

100

150

走行 追越

km/h

浜松浜北～浜松スマート（下り線）

98
116

50

100

150

走行 追越

km/h

注）グラフの値は85パーセンタイル速度（平成25年7月データ） 【下り】

94
110

128

50

100

150

第一

走行

第二

走行

追越

km/h 92
112

133

50

100

150

第一

走行

第二

走行

追越

km/h

（国土交通省提供資料より）
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高速道路の法定速度について
資料39
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参考：３Ｄクロス分析（例）

主要地方道

市町村道

0
10
20
30
40
50
60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24主要地方道 県道 市町村道 国道

主要地方道

市町村道

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
主要地方道 県道 市町村道 国道

10:00～12:00
取締りが集中

14:00～16:00
取締りが集中

薄暮時～夜間
取締りが少ない

通勤時間帯
取締りが少ない

高速度（危険認知速度70km/h以上）に起因する事故発生状況

速度違反取締り状況

取締りの前提となる事故分析
資料40
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交通事故件数と取締り件数から対策を考える

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200

件

件

交通取締り件数

交
通
事
故
件
数

宇都宮東警察署管内の53町目について事故件数と取締り件数の関係

平均事故件数

平
均
取
締
り
件
数

②

③ ④

①

①交通取締りの改善 ②取締りの重点的な強化
③・④現状の取締りを維持

各分類に求められること
宇都宮市取締りデータ：H17
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地域別に異なる取締りの効果

：JＲ宇都宮駅

0 1km

①

④③

②

取締り件数

事
故
件
数

①に分類される町目 幹線道路沿い

③・④に分類される町目

②に分類される町目 駅周辺の都市部

住区内道路が
大部分を占めている町目
郊外部にある町目

通過交通が多いため取締りが認知されていない

その地域に住んでいる人の交通が多い
取締りが認知されている

取締りの行いにくい道路環境
交差点が多数存在

データを把握したのちに、地域に応じた取締り活動を行う

宇都宮市交通取締りデータ：H17
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○ 可搬式自動速度取締り装置

○ 一定期間ごとに
設置場所を変更し
て運用

フラッシュ

カメラ

バッテリー

○ 手軽に持ち運び
可能

○ 違反車両を感知
して警告、従わな
い車両のみ写真
撮影

○ ゾーン監視装置○ 定置式自動速度取締り装置

海外の速度取締り機器①
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○ 我が国の法体系の中で取締り装置として使用可能な

性能を有しているか

○ 我が国で運用した場合に事故抑止効果が働くか

○ 我が国の道路交通環境にマッチするか

○ 自動で写真撮影するため車両の引き込み場所が不要

○ 取締り場所の柔軟な選択が可能

我が国に導入するための検証が必要

期待される効果

課 題

海外の速度取締り機器②
資料44

-
6
9
 
-



神奈川県警察ホームページ

ホームページへの掲載
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情報発信の課題

○取締りを行う考え方
○取締りの背景事情
が説明されていない

「速度管理」及び
「取締りの考え方」を
指針として策定・公表

取締りの意義の理解

（指針の具体化の手
段）

様々な手段方法を

工夫して個別の取締
り情報の発信
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